
仕様書 
 

 

１ 件名 

建設業安全衛生教育センター 高圧受変電設備更新工事 

 

２ 施工場所等 

名 称： 建設業安全衛生教育センター 

住所等： 〒285-0003 佐倉市飯野 852 

連絡先： 043-486-1321 

担当職員： 管理課長 竹沢（たけざわ） 

 

監督職員： 千葉労働局 総務部総務課 会計第三係長 野口（のぐち） 

住所等： 〒260-8612 千葉市中央区中央 4-11-1 千葉第 2地方合同庁舎 2 階 

連絡先： 043-221-4311 

 

３ 施工時期  

 令和 8年 2月 27 日（金曜日）まで 

 

４ 工事概要  

 建設業安全衛生教育センター 第 1 号館 1 階第 1 電気室に設置してある高圧受変電設備のう

ち、油入変圧器 単相 2台及び三相 1台が更新時期を過ぎているため、ダイヤル温度計及び防振

ゴム等の付属部品と共に新設機器に更新すること。 

  

５ 納入範囲  

材料手間運搬等一式請負とする。また、工事により排出した廃棄物の処分についても工事範

囲に含む。  

 

６ 施工条件  

（１） 公共建築改修工事標準仕様書に準じて施工を行うこと。  

（２） 本件作業に必要な資格を有する者が監督し施工すること。 

（３） 工事用車両の駐車場及び資機材等の置き場所は、原則として敷地内とする。  

（４） 施工に当たり、必要な養生を施し安全確保に努めること。 

（５） 施工完了後は発生した廃材、ごみ等を回収し適正に処分すること。 

（６） 契約後は関係法令等に基づき必要に応じて、石綿の事前調査及び結果報告を行うこ 

と。なお、石綿の使用が認められた場合には、必要な措置を示した見積書の作成を 

行うこと。 

（７） 工事可能日は、土日祝日とする。時間は、原則として 9時から 17 時までの間とする。 

いずれも、施工場所担当職員の了承を得たときはこの限りではない。  

 



７ 仕様等 

（１） 以下を参考に、油入変圧器３台（単相 2台、三相 1台）を交換すること。 

なお、新規に設置する動力変圧器は、グリーン購入法に適合するものを用いるこ 

と。また、 油入変圧器の交換に伴い、ダイヤル温度計及び防振ゴム等の周辺部材に 

ついても、既存品を撤去するとともに以下を参考に新設すること。 

 ①油入変圧器 6Kv 50Hz・・・2台 

  【仕様】単相 6Kv 210/105V 75kVA 

 ②油入変圧器 6Kv 50Hz・・・1台 

  【仕様】三相 6Kv 210V 200kVA 

 【既存機器】 

  〇油入変圧器 単相 2 台 

   ・メーカー： ダイヘン 

   ・型式  ： SP-KW1 

   ・製造年 ： 1995 年 

   ・製造番号： QS312601 

   ・仕様  ： 単相 50 Hz 75 kVA 

  〇油入変圧器 三相 1 台 

   ・メーカー： ダイヘン 

   ・型式  ： SP-KW1 

   ・製造年 ： 1995 年 

   ・製造番号： PT240615 

   ・仕様  ： 三相 50Hz 200kVA 

（２） 機器の搬入及び搬出にクレーン作業が必要となる場合は、クレーン作業に関連する 

費用についても見積もりに含めること。また、クレーン作業を実施する際には、適 

切な安全措置を講じること。 

（３） 施工について、関係機関への必要な届出等を漏れなく行うこと。また、その届出等 

の費用についても見積もりに含めること。 

（４） 既存の油入変圧器及び周辺部材について、施工後は関係法令に則り適切に搬出及び 

処分を行うこと。また、その搬出及び処分についても見積もりに含めること。 

※既存の油入変圧器には PCB が含まれていないため、産業廃棄物として適法に処分 

すること。 

（５） 施工中に停電作業を行う場合は、建設業安全衛生教育センター 本館 1階事務所内 

に設置してある電気時計親機を動かすために必要な発電機及びケーブル等を用意 

し、設置すること。 

（６） 施工中に停電作業を行う場合は、建設業安全衛生教育センターの選任主任技術者の指

示のもと、施工を行うこと。 

（７） 施工に当たり、電柱からの電力供給を停止する必要があるため、電力会社と連絡を取

り、停電作業等の依頼をすること。 

     ＊電力供給会社・・・・東京電力エナジーパートナー株式会社 

     ＊一般送配電業者・・・東京電力パワーグリッド株式会社 

（８） 施工後は工事業者による竣工試験を実施すること。なお、建設業安全衛生教育センタ



ー 選任主任技術者が立会うこととする。 

   【竣工試験内容】 

    ・接地抵抗測定 

    ・絶縁抵抗測定 

    ・耐圧試験 

    ・保護リレー試験 等の本工事の竣工試験に必要なものを適宜実施すること。 

   【選任主任技術者】 

    ＊保守点検業者・・・株式会社千葉県電気保守協会 

＊選任主任技術者・・・忠地（ただち） 

    ＊連絡先・・・・0438-20-6221（代表）  090-8330-1388（携帯） 

（９） 施工後は、試運転調整等により正常稼働することを確認すること。 

（10） 施工後の不具合については、当該工事の影響を鑑みて、施工業者の責任をもって原

因等を調査し報告すること。 

 

８ 留意事項 

（１） 契約締結後は、施工に際し知りえた秘密・情報等は、漏らしてはならない（守秘義務）。 

（２） 工事完了後は、千葉労働局検査職員の検査を受け、合格しなければならない。 

（３） 入札書提出前に必ず現地確認を実施し、本件工事に必要となる部材等の確認や現場

担当者に仕様等の確認を行うこと。現地確認を実施せずに見積書の提出を行い契約

締結した場合、契約締結後に仕様等の不明を理由とした契約変更、解除は認められな

いので十分留意すること。 

※竣工試験に伴う建設業安全衛生教育センター 選任主任技術者の立会費も見積も 

りに含めること。なお、費用等については以下のとおりとなる。 

【立会条件】 

 〇昼間帯（8時から 22時まで）6時間以内の立会とする。 

 〇短絡接地線が必要な場合は、施工業者が取付等を行うこと。 

 〇停復電操作については、施工業者で作業を行うこと。 

 〇受電点操作については、選任主任技術者の指示を受け、施工業者が作業を行う 

こと。 

    【選任主任技術者の立会費】 

     〇50,000 円（税抜） 

      ※なお、昼間帯 6時間以内に立会った場合の費用である。 

       費用関係の確認事項については、下記の担当者に問合せること。 

       ＊保守点検業者・・・株式会社千葉県電気保守協会 

       ＊費用関係担当者・・・藤山（ふじやま） 

＊連絡先・・・0438-20-6221（代表） 

なお、確認の際は事前に「２」の施工場所担当職員へ連絡し、承諾を得ること。 

（４） 事前確認時及び施工の際は、来庁者及び職員等の妨げにならないよう細心の注意を払

うこと。 

（５） 施工に当たり、予測できない工事箇所が判明し見積金額を上回る費用が発生する場合

は、必ず施工前に千葉労働局へ連絡し協議を行うこと。 



（６） 工事完了後に工事前、工事中、工事後の写真を添付した「完了報告書（任意様式）」

を作成し提出すること。また、宛名を「支出負担行為担当官 千葉労働局総務部長」

とすること。 

 

９ 再委託 

（１） 業務実施に当たり、委託業務の全部を第三者（受託者の子会社（会社法第 2条第 

3 項に規定する子会社をいう。）を含む。）に委託することはできない。 

（２） 業務の一部について再委託する場合には、受託者はあらかじめ再委託先の相手方 

の名称及び所在地、再委託する業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額につい 

て、様式１「再委託承認申請書」を作成し、千葉労働局総務部総務課会計第二係 

へ申請し、承認を得ること。ただし、当該再委託金額が 50万円未満のときはこ 

の限りではない。   

（３） 再委託先から更に第三者に委託が行われる場合は、履行体制を把握するために、 

当該第三者の名称及び所在地、委託をする業務の範囲等を記載した様式３「履行 

体制図」を提出すること。 

（４） 再委託又は履行体制について変更をするときは、速やかに様式２「再委託に係る 

変更承認申請書」又は様式４「履行体制図変更届出書」を提出し承認を得るこ 

と。 

（５） 原則として、契約金額の 2分の 1以上の再委託は承認しないこととする。 

（６） 再委託を行う場合は、その最終的な責任は受託者が負うこと。 

 

１０ 支払い・その他 

（１） 工事完了後、千葉労働局検査職員の検査に合格し、適正な請求書を受理してから 

30 日以内に、契約業者指定の銀行口座に振込み支払うこととする。 

（２） 請求書には件名、宛名、契約者住所・代表者名、金額を標記すること。 

（３） 請求書の宛名は「官署支出官 千葉労働局長」とすること。  

（４） 施工期限内に工事完了が困難な場合には、その事由を記して期限内に延期の申し 

出をすることができる。この場合、契約担当官等はその申し出が正当であると認 

めたときは、遅滞料を徴した上で作業日時の延期を許可することができる。遅 

滞料は期限の翌日より起算し、契約金額に対し年 3.0％に相当する金額とし、契 

約金額から差し引くこととする。ただし、遅滞が天災地変等の不可抗力によるも 

のであると、契約担当官等が認めたときはこの限りではない。 

（５） 仕様書及び配布資料に定めがない事項等の疑義が生じた場合は、１１契約担当者ま 

で問合わせること。 

 

１１ 契約担当者 

千葉労働局 総務部総務課 会計第二係 神河（かみかわ） 

〒260-8612 千葉市中央区中央 4-11-1 千葉第 2地方合同庁舎 2 階 

TEL 043-221-4311   Mail kamikawa-masahiko@mhlw.go.jp 



管理番号： PPT05-Y03AE-D02
発行番号： AE-PC25-228
発 行 日 ： 2025年7月1日

産業電機事業部　品質管理部

ダイヘン製変圧器　ＰＣＢ不含証明書

　　　１．対　象　品

仕　　様 製造番号 製造年

1 相 50 Hz 75 kVA QS312601 1995

1 相 50 Hz 75 kVA QS312602 1995

3 相 50 Hz 200 kVA PT240615 1995

　　　２．見　解

　当変圧器の製作時に使用しております変圧器本体の絶縁及び冷却に使用

する絶縁油は、JIS C 2320 に規定された鉱油を調達しており、PCB絶縁油

は使用しておりません。

　また、変圧器製造工程内においても適正に管理していることより、

「当該機器を弊社から出荷した段階においてはPCBの混入はない」と判断

しております。

　詳しくは以下の弊社ホームページ「変圧器等への微量PCB混入の可能性

に関する調査結果について」をご参照ください。

https://www.daihen.co.jp/csr/pcb/index03.html

以　上

千葉労働局 御中



NKTQT
鉛筆

NKTQT
テキスト ボックス
搬入経路

NKTQT
テキスト ボックス
第1電気室

KMOGM
テキスト ボックス
建設業安全衛生教育センター　配置図　施工場所□

KMOGM
テキスト ボックス


KMOGM
テキスト ボックス
建設業安全衛生教育センター　1階平面図　施工場所□



















 



様式１ 

令和  年  月  日 

 

 

 支出負担行為担当官 

 千葉労働局総務部長 殿 

 

 

                        所在地： 

                        名 称： 

                        代表者氏名：          

 

 

再 委 託 承 認 申 請 書 

 

標記について、下記のとおり申請いたします。 

 

記 

 

件名「建設業安全衛生教育センター 高圧受変電設備更新工事」 

 

１ 再委託業者名称    ： 

 

２ 再委託業者所在地   ： 

 

 

３ 再委託の業務範囲   ： 

 

 

４ 再委託金額      ： 

 

５ 再委託を行う合理的理由： 

 

６ その他必要と認められる事項： 

 

 

 

 

 

 



様式２ 

令和  年  月  日 

支出負担行為担当官 

千葉労働局総務部長 殿 

 

 

所在地： 

                        名 称： 

                        代表者氏名：          

 

 

 

再委託に係る変更承認申請書 

 

 

標記について、下記のとおり申請いたします。 

 

 

記 
 
 
１．変更前の事業者及び変更後の事業者の商号又は名称及び住所 
 
 
 
２．変更後の事業者の業務の範囲 
 
 
 
３．変更する理由 
 
 
 
４．変更後の事業者が、委託される業務を履行する能力 
 
 
 
５．契約金額 
 
 
 
６．その他必要と認められる事項 

  



様式３ 

令和  年  月  日 

 

 

 支出負担行為担当官 

 千葉労働局総務部長 殿 

 

 

                        所在地： 

                        名 称： 

                        代表者氏名：          

 

 

履行体制図 

 

標記について、履行体制について下記のとおり提出いたします。 

 

記 

 

件名「建設業安全衛生教育センター 高圧受変電設備更新工事」 

 

 事業者名称 所在地 契約金額 業務の範囲 

Ａ     

Ｂ     

Ｃ     

Ｄ     

 

 

委託者  事業者Ａ  事業者Ｂ 

 

 

事業者Ｃ  事業者Ｄ 

 

 



                                                          様式４ 

令和  年  月  日 

 

 

支出負担行為担当官 

千葉労働局総務部長 殿 

 

 

                                                所在地： 

                        名 称： 

                        代表者氏名：          

 

 

 

履行体制図変更届出書 

 

 

標記について、履行体制の変更について下記のとおり届け出いたします。 

 

 

記 

 

 

１．契約件名「建設業安全衛生教育センター 高圧受変電設備更新工事」 

 

２．変更の内容 

 

 

３．変更後の体制図 

 

   

委託者  事業者Ａ  事業者Ｂ 

 

 

事業者Ｃ  事業者Ｄ 

 

 


